
 

 

羽田空港跡地第２ゾーン多摩川親水緑地 都市計画の変更について 

 

多摩川親水緑地（ソラムナード羽田緑地）について、大田区都市計画審議会の審

議を経て都市計画を変更したため、都市計画法の規定に基づき告示し、当該都市

計画の図書を公衆の縦覧に供する。 

 

 

１ 都市計画の種類及び名称 

東京都市計画緑地第９４号多摩川親水緑地 

 

２ 都市計画区域に変更する区域 

    大田区羽田空港二丁目地内 

 

３ 都市計画変更の概要 

    面積の変更(約 1.5ha → 約 2.7ha) 

 

 

 

 

 

 

 

４ 都市計画審議会の審議結果 

    件  名：第 174 回 大田区都市計画審議会 

    日  時：令和３年 11 月４日（木）14：00 から 

    議  題：第二号議案 東京都市計画緑地第 94 号多摩川親水緑地の変更

(大田区決定)案について 

審議結果：「諮問のとおり定めることが適当である」と答申された。 

 

５ 都市計画変更の告示・縦覧 

    告示番号：大田区告示第 1005 号 

    告 示 日：令和３年 11 月 17 日 

    縦覧場所：大田区空港まちづくり本部空港まちづくり課 
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